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      令和4年度 入札・契約制度の改善について


    

  





ページの内容を印刷



        
    記事番号： 1-905

  

  
    公開日 2022年03月25日

  



      
      
  令和4年4月1日以降、契約する入札から以下の改善を行うこととしたのでお知らせします。

 

1 契約時の課税事業者届出書の提出を不要とすること

令和4年4月1日以降に契約する工事及び業務委託等について、免税事業者からのみ「免税事業者届出書」の提出を求め、課税事業者からの「課税事業者届書」の提出を不要とします。

※別紙「令和4年4月より契約時の課税事業者届出書の提出が不要になります。」のとおり

 

2 入札・契約関係書類の押印見直しについて

契約書など法律等で書類への押印が義務付けられているもの及び本人の意思や内容の真正性を担保する必要があるものを除き、事業者から提出する入札・契約関係書類は、原則として押印を廃止する。

※別紙「押印見直し書類・請求書（記載例）」のとおり

 

3 留意事項

上記2について、押印義務が廃止されたとしても押印された書類を拒否するものではないため、押印された書類も受付します。押印を求めない書類については、担当者が責任をもって内容確認を行った上で提出して下さい。



    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
総務企画部　財政課
郵便番号：796-8501
住所：愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL：0894-22-5996
FAX：0894-22-5995
E-Mail：zaisei@city.yawatahama.ehime.jp


    




    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

  Adobe Acrobat Readerダウンロード
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043
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